
◆ 医療分

基礎控除

× ＝

＝

◆ 後期高齢者支援金分

基礎控除

× ＝

＝

◆ 介護分（40歳以上65歳未満の人の所得及び加入者数をもとに計算します。）

基礎控除

× ＝

＝

◆ 子ども・子育て支援分

× ＝

18歳以上の加入者（※2） × ＝

＝

（※2）18歳以上の被保険者には、（※１）で軽減された均等割を補うため1,000円の均等割に加えて100円が賦課されます。

国保加入者数 ２５，９００円 均等割額 ※未就学児は5割軽減

１世帯あたり ２１，５００円 平等割額

※課税限度額　67万円

国保加入者数 ９，０００円 均等割額 ※未就学児は5割軽減

１世帯あたり 7，０００円 平等割額

※課税限度額　26万円

国保加入者数 8，4００円 均等割額

１世帯あたり ６，0００円 平等割額

※課税限度額  17万円

国保加入者数（※1） １，０００円 均等割額

100円 均等割額

１世帯あたり 600円 平等割額

（※1）当年度４月１日時点で18歳未満のこどもに賦課される均等割は、全額軽減されます。

※課税限度額　3万円

国保税の計算方法

国保加入者のR7年中
の総所得金額等

－ 43万円 × 10.22% ＝ 所得割額

※世帯の加入者それぞ
れに対し計算します。

所得割+均等割+平等割 ＝ 年間医療分（100円未満切捨て） ①

国保加入者のR7年中
の総所得金額等

－ 43万円 × 3.16% ＝ 所得割額

※世帯の加入者それぞ
れに対し計算します。

所得割+均等割+平等割 ＝ 年間支援金分（100円未満切捨て） ②

国保加入者のR7年中
の総所得金額等

－ 43万円 × 2.81% ＝ 所得割額

※世帯の加入者それぞ
れに対し計算します。

所得割+均等割+平等割 ＝ 年間介護分（100円未満切捨て） ③

国保加入者のR7年中
の総所得金額等

－ 43万円 × 0.32% ＝ 所得割額

所得割+均等割+平等割 ＝ 年間子ども・子育て支援分（100円未満切捨て） ④

①　+　②　+　③　+　④ ＝
年間保険税額


